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インフルエンザに係る治癒証明書の取扱いの変更について 

 深秋の候、保護者の皆様におかれましてはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。ま 

た、平素より本校教育活動にご理解ご協力いただきましてありがとうございます。 

このたび、玉野市教育委員会より、インフルエンザ流行期に治癒証明書の取得のために医療機

関を再度受診することによる他の感染症に罹患するリスク及び保護者の負担等を考慮し、治癒証

明書の取扱いを変更する旨の通知がありました。つきましては、本校においても学校への連絡、

手続きなどを変更して下記のようにいたしますので、よろしくお願いいたします。 

記 

   ＜今までの流れ＞                  ＜今後の流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     インフルエンザ出席停止期間の基準は、「イ  ン

フルエンザ罹患報告書」に記載しています。ご確

認ください。 

 

 

 

※ インフルエンザ以外の学校感染症に係る治癒証明書の取扱いについては、今までどおりです。 

※ 「インフルエンザ罹患報告書」は、玉中学校ホームページからダウンロードできますが、学校にも

準備しています。 

※ ご不明な点がありましたら、玉中学校養護教諭 伊谷（いたに）までご連絡ください。 

今までの、医師の証明が必要な「治癒証明書」の提出は不要です。その代替

えとして、保護者が作成する「インフルエンザ罹患報告書」（別紙）を学校に

提出していただくことになります。「インフルエンザ罹患報告書」の提出を確

認したうえで、出席停止の扱いとなります。 

保護者からインフルエ

ンザの報告を受ける 

学校から「出席停止につい

て」の用紙をお渡しする 

医療機関で「治癒証明書」

を書いていただく 

「治癒証明書」を学校

に提出して登校可能 

保護者からインフルエ

ンザの報告を受ける 

保護者が「インフルエンザ

罹患報告書」を作成する 

治癒したら「インフルエン

ザ罹患報告書」を学校に提

出して再登校 


